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瀬戸市規則第１７号 

瀬戸市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する  

規則 

第１条 瀬戸市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（昭和３９年規

則第７号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

別表第６ 初任給基準表（第６条関係） 別表第６ 初任給基準表（第６条関係） 

試験 学歴免許 初任給 

正規の試験 大学卒 １級２７号給 

短大卒 １級１７号給 

高校卒 １級７号給 

その他 大学卒 １級２３号給 

短大卒 １級１３号給 

高校卒 １級３号給 

中学卒 ＜省略＞ 
 

試験 学歴免許 初任給 

正規の試験 大学卒 １級２５号給 

短大卒 １級１５号給 

高校卒 １級５号給 

その他 大学卒 １級２１号給 

短大卒 １級１１号給 

高校卒 １級１号給 

中学卒 ＜省略＞ 
 

 備考 ＜省略＞  備考 ＜省略＞ 
  

第２条 瀬戸市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を次のよ

うに改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 



別表第６ 初任給基準表（第６条関係） 別表第６ 初任給基準表（第６条関係） 

試験 学歴免許 初任給 

正規の試験 大学卒 １級２９号給 

短大卒 １級１９号給 

高校卒 １級９号給 

その他 大学卒 １級２５号給 

短大卒 １級１５号給 

高校卒 １級５号給 

中学卒 ＜省略＞ 
 

試験 学歴免許 初任給 

正規の試験 大学卒 １級２７号給 

短大卒 １級１７号給 

高校卒 １級７号給 

その他 大学卒 １級２３号給 

短大卒 １級１３号給 

高校卒 １級３号給 

中学卒 ＜省略＞ 
 

 備考 ＜省略＞  備考 ＜省略＞ 
  

   附  則 

この規則は、令和４年１０月１日から施行する。ただし、第２条の規定

は、令和５年１０月１日から施行する。  


